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少
子
高
齢
・
人

口
減
少
が
急
速
に

進
み
、
社
会
構
造

が
変
化
す
る
中
、
人
々
が
抱
え
る
生
活
課

題
は
複
雑
化
・
困
難
化
す
る
と
と
も
に
、

ニ
ー
ズ
も
多
様
化
し
て
き
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
の
福
祉
制
度
は
子
ど
も
、
障

が
い
者
、
高
齢
者
と
い
っ
た
対
象
者
の
属

性
や
要
介
護
、
虐
待
、
生
活
困
窮
と
い
っ

た
リ
ス
ク
ご
と
に
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
、「
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
」

や
「
ひ
き
こ
も
り
」
な
ど
、
生
き
る
上
で

の
困
難
・
生
き
づ
ら
さ
は
あ
る
も
の
の
既

存
の
制
度
の
対
象
者
と
な
り
に
く
い
ケ
ー

ス
や
個
人
・
世
帯
が
複
数
の
生
活
上
の
課

題
を
抱
え
て
お
り
、
課
題
ご
と
の
対
応
に

加
え
て
こ
れ
ら
の
課
題
の
全
体
像
を
捉
え

て
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
ケ

ー
ス
な
ど
、
既
存
の
体
制
だ
け
で
は
十
分

な
対
応
を
と
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
き

ま
し
た
。

　
町
で
は
令
和
元
年
度
か
ら
包
括
的
支
援

体
制
の
整
備
に
向
け
た
取
り
組
み
を
開
始

し
、
介
護
、
障
が
い
、
困
窮
、
子
ど
も
・

子
育
て
の
既
存
の
相
談
窓
口
の
連
携
を
進

め
る
と
と
も
に
、
社
会
福
祉
協
議
会
に
あ

ら
ゆ
る
相
談
を
受
け
止
め
る
福
祉
相
談
支

援
セ
ン
タ
ー
「
ほ
っ
と
」
を
設
置
し
、
町

内
に
お
け
る
専
門
的
な
相
談
支
援
体
制
を

充
実
さ
せ
て
き
ま
し
た
。

へ
の
参
加
を
促
進
し
、
行
政
と
住
民
が
地

域
福
祉
推
進
に
向
け
て
協
働
関
係
（
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
）
を
形
成
す
る
こ
と
を
目

指
し
て
い
ま
す
。

　
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
し

続
け
た
い
と
い
う
思
い
は
誰
に
と
っ
て
も

当
た
り
前
の
願
い
で
す
が
、
家
族
や
地
域

社
会
の
つ
な
が
り
の
希
薄
化
に
よ
り
、
今

後
、
地
域
の
様
々
な
役
割
の
担
い
手
不
足

や
集
落
活
動
の
維
持
困
難
な
ど
、
小
地
域

社
会
が
弱
体
化
し
て
い
く
こ
と
が
予
測
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
持
続
可
能
な
地
域
づ
く
り
を
行
っ
て
い

く
た
め
に
は
、地
域
社
会
に
よ
る
「
互
助
・

共
助
」
や
行
政
に
よ
る
「
公
助
」
の
存
在

が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
地
域
に
お
い
て
、
公

民
双
方
の
多
様
な
主
体
が
相
互
に
協
力
・

協
働
す
る
こ
と
で
、「
自
助
」、「
互
助
・

共
助
」、「
公
助
」
が
き
め
細
か
く
補
完
し

あ
う
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
福
祉
の
あ
り
方

を
デ
ザ
イ
ン
し
、
そ
れ
を
具
現
化
し
て
い

き
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
４
月
に
は
重
層
的
支
援
体
制

整
備
事
業
を
本
格
的
に
ス
タ
ー
ト
さ
せ
、

①
分
野
に
関
わ
ら
ず
幅
広
く
住
民
か
ら
の

相
談
を
受
け
止
め
る
包
括
的
相
談
支
援
事

業
、
②
要
支
援
者
が
孤
立
す
る
こ
と
な
く

地
域
や
社
会
と
の
つ
な
が
り
を
再
構
築
す

る
支
援
を
行
う
参
加
支
援
事
業
、
③
世
代

や
属
性
を
超
え
た
交
流
の
場
や
居
場
所
の

整
備
を
行
う
地
域
づ
く
り
事
業
に
力
を
入

れ
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
　

　
ま
た
、
複
雑
化
・
複
合
化
し
た
支
援
ニ

ー
ズ
を
抱
え
な
が
ら
も
必
要
な
支
援
が
届

い
て
い
な
い
人
や
世
帯
に
支
援
を
届
け
る

た
め
、
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
等
を
通
じ
た
継
続

支
援
や
要
支
援
者
の
関
係
機
関
が
一
同
に

介
し
、
要
支
援
者
の
支
援
方
針
や
計
画
、

役
割
分
担
に
つ
い
て
一
緒
に
考
え
て
い
く

多
機
関
協
働
事
業
も
展
開
し
て
い
き
ま
す
。

　
令
和
６
年
４
月
、
町

で
は
第
２
期
八
頭
町
地

域
福
祉
推
進
計
画
を
策

定
し
ま
し
た
。
本
計
画

で
は
「
み
ん
な
で
支
え
合
い
　
誰
も
が
自

分
ら
し
く
　
い
き
い
き
と
幸
せ
に
暮
ら
し

続
け
ら
れ
る
　
共
生
の
ま
ち
づ
く
り
」
を

基
本
理
念
と
し
、
住
民
の
地
域
福
祉
活
動

す
べ
て
の
人
に

健
康
と
福
祉
を

福祉相談支援センター「ほっと」のスタッフ
お気軽にご相談ください

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
で
目
標

を
達
成
し
よ
う
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み
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令和６年度国民健康保険税の税率について

国民健康保険・後期高齢者医療の保険証を更新します

国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心
して医療が受けられるよう、加入者が保険税を出
し合うことでお互いに支え合う制度です。
　令和６年度の八頭町国民健康保険税の保険税率
は、物価高騰に伴う住民生活への影響を考慮して、
次のとおり改訂します。
◆医療給付費分
　所得割0.25％、均等割200円減額となり、１人当た
りの平均年税額が662円下がることになります。

医療給付費分 改定後 改定前
所得割 6.75％ 7.00％
均等割（１人当りの年税額） 21,600 円 21,800 円
平等割（１世帯当りの年税額） 17,200 円 17,200 円
１人当たり平均年税額 52,904 円 53,566 円
賦課限度額（注） 650,000 円 650,000 円
◆後期高齢者支援金分
　所得割0.44％、均等割800円、平等割を800円減額
となり、１人当たりの平均年税額は2,372円下がる
ことになります。
（賦課限度額は20,000円上がります。）

後期高齢者
支援金分 改定後 改定前

所得割 2.47％ 2.91％
均等割（１人当りの年税額） 7,800 円 8,600 円
平等割（１世帯当りの年税額） 6,400 円 7,200 円
１人当たり平均年税額 19,277 円 21,649 円
賦課限度額（注） 240,000 円 220,000 円

 ■ 新しい保険証を７月下旬にお届けします
　現在お持ちの国民健康保険と後期高齢者医療
の保険証（被保険者証）の有効期限は、７月31
日までです。
　８月からご使用いただく新たな被保険者証
は、７月下旬に郵送します。古い保険証は各自
で裁断するなどして処分してください。

改　正　前 改　正　後

２割軽減

43万円＋（53万 5
千円×被保険者数）
＋ 10万円×（給与
所得者等 - １）以下

43万円＋（54万 5
千円×被保険者数）
＋ 10万円×（給与
所得者等 - １）以下　　

５割軽減

43 万 円 ＋（29 万
円×被保険者数 ) ＋
10 万円×（給与所
得者等 - １）以下　　

43万円＋（29万 5
千円×被保険者数 )
＋ 10 万円×（給与
所得者等 - １）以下　　　　

７割軽減
43 万円＋ 10 万円
×（給与所得者等の
数 - １）以下

変更なし

◆介護納付金分
　所得割 0.08％、均等割 200 円減額
となり、１人当たりの平均年税額は
2,090 円下がることになります。

介護納付金分 改定後 改定前
所得割 2.12％ 2.20％
均等割（１人当りの年税額） 8,000 円 8,200 円
平等割（１世帯当りの年税額） 5,000 円 5,000 円
１人当たり平均年税額 19,640 円 21,730 円
賦課限度額（注） 170,000 円 170,000 円

（注）�賦課限度額とは保険税算定の計算上の上限額で、この金額
以上は賦課されません。

　税制改正により低所得世帯の軽減判定基準を変
更しました

 ■ 各認定証も更新となります
　「限度額認定証」「限度額適用・標準負担額減
額認定証」の有効期限も７月31日までです。
　後期高齢者医療の被保険者のうち、更新手続
きが不要な方には、新たな認定証を保険証と併
せて郵送します。
新たに認定証を希望する方や国民健康保険加

入者は手続きが必要です。更新手続きは8月か
ら開始しますので、町民課または船岡・八東住
民課でお手続きください。
申請に必要な物  ��保険証

 ■ マイナンバーカードと健康保険証一体化について
　国の法改正に伴い、令和６年12月２日に現行保険証
が廃止され、マイナ保険証（保険証利用登録がされた
マイナンバーカード）を基本とする仕組みに移行します
が、今回送付する新しい保険証は令和７年７月31日の
有効期限まで利用できます。
 ■ 被保険者証の有効期限が切れた後について
・ マイナ保険証をお持ちの場合
　マイナ保険証を利用して医療機関を受診してくだ
さい。また、被保険者資格情報を簡易的に把握でき
るように、被保険者資格内容が記載された「資格情
報のお知らせ」を送付する予定です。
・ マイナンバーカードを所持していないもしくは

 マイナンバーカードを保険証として利用できる登録を
していない場合

　お使いの被保険者証の有効期限が切れる前に、従
来の被保険者証に代わる「資格確認書」を送付する
予定です。現在の被保険者証と同様に医療機関で利
用が可能です。
（注）八頭町国民健康保険以外に加入されている場合、現行保険証廃
止までの予定はご加入の健康保険組合等によって異なります。

　詳細はご加入の健康保険組合等へご確認ください。
（注）令和６年６月１日現在の情報です。

問い合わせ  �町民課　☎76-0205

町民課からのお知らせ 町民課 ☎76-0205 船岡住民課 ☎72-0044　八東住民課 ☎84-1222
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